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厚
生
労
働
省
の
調
べ
に
よ
る
と
、

収
入
を
公
的
年
金
だ
け
に
頼
っ
て

い
る
高
齢
者
世
帯
は
61
パ
ー
セ

ン
ト
で
、
今
や
公
的
年
金
の
な
い

老
後
生
活
は
考
え
ら
れ
な
い
時
代

に
な
っ
て
い
ま
す
。
核
家
族
化
や

高
齢
化
に
よ
り
、
子
に
よ
る
扶
養

や
個
人
貯
蓄
だ
け
で
は
食
べ
て
い

け
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　
公
的
年
金
制
度
は
、
働
く
現
役

世
代
の
保
険
料
が
高
齢
者
世
代
の

年
金
へ
充
て
ら
れ
る
「
世
代
間
扶

養
」
の
制
度
で
す
。
み
な
さ
ん
の

保
険
料
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

若
い
人
も
必
ず
老
人
に
な
り
ま
す
。

そ
の
と
き
年
金
収
入
で
生
活
に
で

き
る
よ
う
、
保
険
料
を
納
め
ま
し

ょ
う
。

　
国
民
年
金
は
、
国
内
に
住
ん
で

い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人

が
加
入
す
る
制
度
で
、
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
老
齢
年
金
の
ほ
か
、
若

く
し
て
起
こ
る
障
害
な
ど
の
場
合

に
も
生
活
を
保
障
し
ま
す
。

老
齢
基
礎
年
金
　
保
険
料
を
25

年
分
以
上
納
め
た
人
が
原
則
65

歳
か
ら
受
給
　
年
額 

79
万
４
、

５
０
０
円
（
40
年
納
付
し
た

と
き
の
満
額
）

障
害
基
礎
年
金
　
国
民
年
金
加
入

中
の
病
気
や
け
が
で
、
一
定
の

障
害
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
受

給
（
保
険
料
の
納
付
要
件
あ

り
） 

年
額   

障
害
等
級
１
級=

99
万
３
、
１
０
０
円
、
２
級

=

79
万
４
、
５
０
０
円

遺
族
基
礎
年
金
　
国
民
年
金
加
入

中
ま
た
は
受
給
中
に
亡
く
な
っ

た
と
き
、
保
険
料
の
納
付
状
況

に
応
じ
て
、
そ
の
人
に
よ
り
生

計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
子
の
い

る
妻
や
子
が
受
給
　
年
額 

１

０
２
万
３
、
１
０
０
円
（
子
が

１
人
い
る
妻
の
場
合
）�

　
所
得
が
低
い
た
め
、
保
険
料
納

付
が
困
難
な
人
は
免
除
が
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
本
人
・

配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所
得
で

社
会
保
険
事
務
所
が
審
査
し
ま
す
。

全
額
免
除
　
月
額
１
万
３
、
３
０

０
円
が
免
除
さ
れ
る

半
額
免
除
　
月
額
６
、
６
５
０
円

が
免
除
さ
れ
る

　
ま
た
、
前
年
に
所
得
が
あ
る
が
、

失
業
中
の
人
も
離
職
票
を
付
け
て

申
請
す
れ
ば
、
免
除
を
受
け
ら
れ

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
期

間
は
次
の
６
月
ま
で
で
、
そ
の
後

は
再
申
請
が
必
要
で
す
。

　
免
除
を
受
け
た
ま
ま
で
は
、
将

来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
受
給

額
が
減
り
ま
す
が
、
10
年
以
内

に
追
納
額
を
納
め
る
と
満
額
受
け

取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。�

　
前
年
の
本
人
所
得
が
68
万
円

以
下
の
場
合
、
申
請
し
て
承
認
さ

れ
れ
ば
、
10
年
以
内
の
追
納
を

条
件
に
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
（
学
生
納
付
特
例
）
。

　
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
が
減

る
こ
と
な
く
、
猶
予
中
も
障
害
基

礎
年
金
と
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給

資
格
が
あ
り
ま
す
。

※
年
度
ご
と
に
申
請
が
必
要

老
後
は
年
金
が
頼
り�

年
金
で
何
が
受
け
ら
れ
る
？�

保
険
料
は
免
除
さ
れ
る
？�

学
生
の
保
険
料
は
？�

国民年金�
Ｑ＆Ａ�

あ
な
た
の
老
後
を
支
え
る
国
民
年
金�

　
20
歳
に
な
っ
た
ら
、
厚
生
年

金
な
ど
に
加
入
し
て
い
る
人
や
そ

の
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者

以
外
の
人
は
、
国
民
年
金
に
加
入

し
て
く
だ
さ
い
。
誕
生
月
の
前
月

末
に
加
入
案
内
が
届
き
ま
す
の
で

市
役
所
に
加
入
届
を
し
て
く
だ
さ

い
。
学
生
は
、
同
時
に
学
生
納
付

特
例
の
申
請
も
で
き
ま
す
。
後
日
、

年
金
手
帳
が
郵
送
さ
れ
ま
す
の
で

大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。

　
ま
た
60
歳
前
の
人
は
、
退
職

後
忘
れ
ず
に
国
民
年
金
に
加
入
し

て
く
だ
さ
い
。
長
い
間
加
入
し
な

い
で
い
る
と
、
受
給
額
が
下
が
り
、

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

が
受
け
取
れ
な
く
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　
国
民
年
金
制
度
に
つ
い
て
の

申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、
市

保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
５

番
窓
口
）
3�
32
‐
２
０
７
２
、

保
険
料
納
付
・
給
付
相
談
は
津

山
社
会
保
険
事
務
所
（
田
町
）

3�
22
‐
７
１
１
６
へ
ど
う
ぞ
。�

20
歳
に
な
っ
た
ら
、�

退
職
し
た
ら
、ま
ず
加
入
！�

大丈夫ですか？…�

年金を受給する人は提出してください�

扶養親族等申告書�
　11月中旬に社会保険業務センタ
ーから対象受給者へ被扶養親族等
申告書が送付されますので、12月
１日までに提出してください。
※詳しくは社会保険事務所へ

H６年４月～７年３月
H７年４月～８年３月
H８年４月～９年３月
H９年４月～10年３月
H10年４月～11年３月
H11年４月～12年３月
H12年４月～13年３月
H13年４月～14年３月
H14年４月～16年３月

全額免除・学生納付特例の追納額�

16,080円
16,080円
16,010円
15,800円
15,560円
14,960円
14,390円
13,830円
13,300円

追納額（月）�

安心・安全のまちづくり�8

�

※平成17年３月まで�

免除などを受けた月�


